
 
 

「自転車安全利用街頭キャンペーン」の実施について 

 

１　要旨・目的 

広島県交通対策協議会（会長：広島県知事）では、新年度が始まり、自転車に乗り始め

る小学生や、自転車通学、塾通いを始める中・高校生などによる自転車の交通事故の増加

が懸念される５月を「自転車マナーアップ強化月間」としています。 

この取組を広く県民に周知するため、広島県、広島県警及び交通安全関係機関団体等に

よる街頭キャンペーンを開催し、自転車利用者等に自転車の交通事故防止及び安全利用並

びに自転車の交通反則通告制度の開始などを呼び掛けるものです。 

是非、当日は取材をお願いします。 
 

２　概要 

⑴ 日　時　令和８年５月１日（金）午後４時15分から 

⑵ 場　所　イオンモール広島祇園エキチカコート付近の連絡通路 

（広島市安佐南区祇園３丁目２－１） 

⑶ 内　容　自転車安全利用街頭キャンペーン開会式 

　　　　　 ○主催者代表挨拶（環境県民局県民生活担当部長 梅田真紀） 

　　　　　 ○自転車安全利用宣言（県立祇園北高等学校生徒代表５名） 

　　　　　 ○交通安全啓発物品贈呈（県立祇園北高等学校へ自転車用反射材を贈呈） 

　　　　　 ○自転車安全利用等モデル校※指定書交付（安佐南警察署長 中迫幸夫） 

　　　　　　  ※ 自転車事故で被害にあう生徒を一人でも減らすため、自転車ヘルメットの着用や安全利用 

に自発的かつ積極的な取組を行うことを宣言する学校を警察署が指定・公表する制度 

街頭キャンペーン 

来店客等に対し、自転車安全利用啓発グッズ（チラシ・反射材）を配布し、

自転車の安全利用等を呼びかける。 

⑷ 参加者　県立祇園北高等学校生徒、広島県、広島県警察、広島市、（公財）広島県 

交通安全協会、広島市、安佐南警察署等 

⑸ 主　催　広島県交通対策協議会（31機関・団体） 

　⑹ その他　雨天決行 
 

【参考】県内交通事故発生件数(令和８年１月～３月) 1,033件(うち自転車関連事故235件) 

○ 自転車関連事故の状況（当事者、事故類型別）　　　　　　　　　　　　　　 （件） 

 
区分 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生

高齢者 
（65 歳以上）

その他 合計

 対歩行者 0 1 1 2 1 1 5 11

 自転車相互 0 0 0 3 0 1 7 11

 対
自
動
車

出会い頭 0 4 6 17 5 10 59 101

 右左折 0 3 1 9 5 21 41 80

 その他 0 0 3 5 0 5 19 32

 自転車単独 0 0 0 0 0 0 0 0

 対列車 0 0 0 0 0 0 0 0

 合計 0 8 11 36 11 38 131 235

資料提供 

令和８年４月 28 日 

課　名　環境県民局県民活動課 

担当者　課長　佐伯 

内　線　２７３９ 

直　通　082‐513‐2723　　
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キャンペーン会場位置図
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広 島 県 警 察

事業所の皆さんは

広島県内に所在・事業活動を行う

業務・通勤時の
ヘルメット着用
を徹底

記載用紙は

自転車事故で大きな被害にあう従業員を一人でも減
らすため、自転車ヘルメットの着用や安全利用に自
発的かつ積極的な取組（※下記事項）を行うことを
宣言する事業所をいいます。（学校はモデル校）

～認定条件～

①認定の流れ

安全利用の取組ヘルメット着用

自転車安全利用
等モデル事業所
とは・・

ヘルメット
支給・購入
制度の創設

ヘルメット
着用率100％
を目指す

従業員に
交通安全教育
を実施

取組事項

※ その他の取組
も含みます。

着用

対 象 ● 自転車通勤・通学を認めている事業所や学校

● 業務に自転車を使用している事業所

② ③宣言書を
記載する

宣言書を
最寄りの
警察署に
提出する

警察署長
から指定
を受ける

○ 自転車の安全利用を
宣言すること

○ 宣言内容について、
積極的に取り組むこと

最寄りの警察署のほか
広島県警ＨＰ
にも掲載
しています

ヘルメットを

着用させます！

に登録し、従業員の命を守りましょう！
なお、宣言していただいた事業所については、県警ホームページに掲載させていただきます。

※ 掲載希望されない事業所にあっては、宣言書にチェック欄がありますので、記載をお願いします。

○ 最寄りの警察署交通課窓口

○ 広島県警察本部交通企画課 自転車小型モビリティ対策室まで
（代表：082-228-0110 内線：5026）


